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は
じ
め
に

こ
の
と
こ
ろ
、「
富
裕
層
と
税
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
（
国
際
調
査
報
道
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
連
合
）
に
よ
っ
て
先
頃
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
パ
ラ
ダ
イ
ス

文
書
」
は
、
各
国
に
波
紋
を
広
げ
て
い
る
。
何
し
ろ
エ
リ
ザ
ベ
ス
英
女
王
や
米
投
資
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
ソ
ロ

ス
氏
、
ヌ
ー
ル
・
ヨ
ル
ダ
ン
王
妃
、
メ
イ
レ
レ
ス
・
ブ
ラ
ジ
ル
財
務
相
、
歌
手
の
マ
ド
ン
ナ
さ
ん
、
ミ
ュ
ー

ジ
シ
ャ
ン
の
ボ
ノ
さ
ん
、日
本
人
で
は
鳩
山
由
紀
夫
元
首
相
、漫
画
家
の
鳥
山
明
氏
な
ど
が
英
領
バ
ミ
ュ
ー

ダ
諸
島
な
ど
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
（
租
税
回
避
地
）
で
直
接
的
・
間
接
的
に
資
産
運
用
し
て
税
金
を
逃
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
疑
惑
が
疑
惑
を
呼
ん
で
い
る
。

朝
日
新
聞
に
よ
る
と
、
パ
ラ
ダ
イ
ス
文
書
は
大
手
法
律
事
務
所
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
の
内
部
文
書
６
８
３
万

件
、
バ
ハ
マ
・
マ
ル
タ
な
ど
19
の
国
・
地
域
の
登
記
文
書
６
０
４
万
件
な
ど
約
１
３
４
４
万
件
に
も
な
る
。

16
年
春
に
明
ら
か
に
な
っ
た
「
パ
ナ
マ
文
書
」
も
習
近
平
・
中
国
国
家
主
席
や
プ
ー
チ
ン
・
ロ
シ
ア
大
統

領
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
・
前
英
首
相
な
ど
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
の
関
係
者
が
登
場
し
て
注
目
さ
れ
た
が
、
今
回
の

パ
ラ
ダ
イ
ス
文
書
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
つ
つ
あ
る
。

日
本
関
連
も
個
人
だ
け
で
な
く
、
東
京
電
力
や
住
友
商
事
、
商
船
三
井
、
丸
紅
、
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
な
ど
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の
企
業
を
含
め
１
０
５
６
件
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
の
利
用
は
違
法
で
は
な
く
、

脱
税
と
は
異
な
る
が
、
名
前
が
明
ら
か
に
な
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
を
呼
ぶ
。
今
後
さ
ら
に
情
報
が
流
出

し
て
く
る
可
能
性
も
高
い
だ
け
に
、
利
用
し
て
い
る
企
業
や
富
裕
層
、
セ
レ
ブ
な
ど
は
戦
々
恐
々
だ
ろ
う
。

富
裕
層
に
よ
る
国
外
で
の
資
産
運
用
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
「
国
外
財
産
調
書
提
出
制
度
」
が

２
０
１
４
年
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。
国
外
に
５
０
０
０
万
円
超
の
財
産
を
有
す
る
者
は
国
外
財
産
調
書

を
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
度
で
、
15
年
分
の
提
出
は
８
８
９
３
件
、
総

財
産
額
は
３
兆
１
６
４
３
億
円
。
野
村
総
合
研
究
所
に
よ
る
と
、
純
金
融
資
産
が
１
億
円
以
上
の
富
裕
層

は
15
年
に
１
２
１
・
７
万
世
帯
で
あ
り
、
資
産
の
国
外
運
用
が
増
え
て
い
る
中
、
届
け
出
件
数
８
８
９
３

件
は
明
ら
か
に
少
な
い
。
膨
大
な
件
数
・
額
の
資
産
が
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
な
ど
に
流
出
し
て
い
る
と
見

ら
れ
、
今
後
の
動
き
が
注
目
さ
れ
る
。

ふ
る
さ
と
納
税
が
大
都
市
財
政
を
直
撃

２
０
０
８
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
も
問
題
が
露
わ
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
名
称

は
「
納
税
」
だ
が
、
実
態
は
「
寄
付
」
で
あ
り
、
当
初
は
寄
付
を
募
る
自
治
体
間
に
よ
る
牛
肉
や
メ
ロ

ン
、
高
級
魚
、
清
酒
、
そ
の
他
特
産
品
な
ど
返
礼
品
の
豪
華
さ
の
競
争
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

寄
付
の
上
限
額
引
き
上
げ
な
ど
制
度
拡
充
に
よ
り
、
最
近
は
返
礼
品
の
豪
華
さ
だ
け
で
な
く
、
節
税
対
策

の
メ
リ
ッ
ト
が
注
目
さ
れ
て
利
用
が
急
拡
大
し
て
い
る
。
総
務
省
に
よ
る
と
、
寄
付
総
額
は
08
年
度
に
約

81
億
円
だ
っ
た
の
が
、
14
年
度
は
３
８
９
億
円
、
15
年
度
は
１
６
５
３
億
円
、
16
年
度
２
８
４
４
億
円
と

急
増
。
寄
付
総
額
の
５
割
強
は
、寄
付
を
受
け
た
自
治
体
に
よ
る
返
礼
品
の
調
達
・
発
送
費
と
な
っ
て
い
る
。

税
金
の
額
を
算
出
す
る
際
の
基
と
な
る
「
所
得
」
や
算
出
さ
れ
た
「
税
額
」
か
ら
一
定
の
金
額
を
差
し

引
く
こ
と
を
「
控
除
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
制
度
で
は
、
寄
付
額
か
ら
自
己
負
担
額
２
０
０
０
円
を
差
し
引

い
た
全
額
が
、
所
得
税
と
住
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
収
入
が
多
い
人
ほ
ど
所
得
税
と
住
民

税
か
ら
控
除
さ
れ
る
ふ
る
さ
と
納
税
額
の
上
限
が
大
き
く
な
る
。

こ
の
上
限
は
、
年
収
や
家
族
構
成
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
独
身
者
の
場
合
、
給
与
収
入

３
０
０
万
円
の
人
の
年
間
上
限
は
２
万
８
０
０
０
円
だ
が
、
給
与
収
入
が
約
８
倍
の
２
５
０
０
万
円
の
人

の
年
間
上
限
は
、
約
30
倍
の
84
万
９
０
０
０
円
に
な
る
。
要
す
る
に
、
年
収
が
多
い
人
ほ
ど
節
税
メ
リ
ッ

ト
が
大
き
く
な
り
、
し
か
も
、
寄
付
金
額
の
増
加
に
応
じ
て
返
礼
品
も
豪
華
に
な
る
の
だ
。

当
初
、「
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
へ
の
恩
返
し
」
と
い
う
趣
旨
で
始
ま
っ
た
は
ず
の
制
度
が
、
今
は

「
２
０
０
０
円
で
豪
華
な
返
礼
品
が
も
ら
え
て
、
富
裕
層
に
は
節
税
メ
リ
ッ
ト
も
大
き
い
制
度
」
に
な
っ
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て
き
た
。
総
務
省
は
17
年
４
月
１
日
、「
返
礼
品
の
仕
入
価
格
を
寄
付
額
の
３
割
以
下
に
抑
え
る
」
よ
う
、

全
国
の
自
治
体
に
通
知
を
出
し
た
が
、
節
税
目
的
の
利
用
の
歯
止
め
も
必
要
だ
ろ
う
。

ま
た
、
東
京
都
や
横
浜
市
、
名
古
屋
市
、
大
阪
市
な
ど
都
市
部
で
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
を
行
っ
た
人
の

住
民
税
控
除
に
よ
る
税
収
減
が
深
刻
化
。
東
京
23
区
は
16
年
度
の
ふ
る
さ
と
納
税
に
よ
る
減
収
額
が
前
年

度
の
５
・
４
倍
の
１
２
９
億
円
に
達
し
た
。
そ
の
た
め
、
特
別
区
長
会
は
17
年
３
月
、
高
市
早
苗
総
務
大

臣
（
当
時
）
に
対
し
て
「
ふ
る
さ
と
納
税
に
関
す
る
要
望
」
を
提
出
し
て
い
る
。「
減
収
額
１
２
９
億
円

は
区
立
保
育
所
（
１
０
０
人
規
模
）
１
０
９
カ
所
分
の
年
間
運
営
費
に
相
当
し
、
待
機
児
童
対
策
に
必
死

に
取
り
組
ん
で
い
る
特
別
区
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手
で
す
」
と
窮
状
を
訴
え
て
い
る
。
特
に
待
機
児
童
数

が
５
年
連
続
全
国
ワ
ー
ス
ト
１
位
の
世
田
谷
区
（
17
年
４
月
に
８
６
１
人
）
は
深
刻
な
よ
う
だ
。
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
が
露
呈
し
て
き
た
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
は
、
ゼ
ロ
か
ら
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

養
子
縁
組
や
貸
家
バ
ブ
ル
も

２
０
１
５
年
１
月
か
ら
相
続
税
の
基
礎
控
除
が
引
き
下
げ
ら
れ
、
相
続
税
の
課
税
対
象
と
な
る
人
が
増

え
た
。
同
時
に
相
続
税
の
最
高
税
率
が
50
％
か
ら
55
％
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

相
続
税
の
基
礎
控
除
は
、
14
年
ま
で
５
０
０
０
万
円
＋
法
定
相
続
人
数
×
１
０
０
０
万
円
だ
っ
た
が
、

15
年
か
ら
３
０
０
０
万
円
＋
法
定
相
続
人
数
×
６
０
０
万
円
と
な
っ
た
。
法
定
相
続
人
が
た
と
え
ば
妻
と

子
ど
も
２
人
（
計
３
人
）
の
場
合
、
８
０
０
０
万
円
か
ら
４
８
０
０
万
円
へ
と
４
割
減
っ
た
た
め
、
新
た

に
相
続
税
の
対
象
に
な
る
人
が
増
え
て
き
た
。
相
続
遺
産
が
８
０
０
０
万
円
だ
っ
た
場
合
、
以
前
は
相
続

税
は
か
か
ら
な
か
っ
た
が
、
新
た
な
基
礎
控
除
だ
と
８
０
０
０
万
円

－

４
８
０
０
万
円
＝
３
２
０
０
万
円

が
相
続
税
の
対
象
と
な
る
の
だ
。
そ
の
た
め
相
続
税
を
少
し
で
も
減
ら
す
た
め
の
生
前
贈
与
や
養
子
縁
組
、

生
命
保
険
の
非
課
税
枠
の
活
用
な
ど
も
増
え
て
い
る
。

17
年
１
月
末
に
最
高
裁
が
「
相
続
税
節
税
の
た
め
の
養
子
縁
組
は
直
ち
に
無
効
と
は
な
ら
な
い
」
と
の

判
断
を
下
し
た
こ
と
も
あ
り
、
富
裕
層
の
間
で
基
礎
控
除
額
を
増
や
す
た
め
の
養
子
縁
組
が
増
え
る
可
能

性
が
あ
る
。
ま
た
、
相
続
税
対
策
と
し
て
ア
パ
ー
ト
な
ど
貸
家
の
建
設
が
増
え
、「
貸
家
バ
ブ
ル
」
が
起

き
て
い
る
。
土
地
を
相
続
す
る
際
、
貸
家
な
ど
が
建
っ
て
い
る
と
評
価
額
が
下
が
る
か
ら
だ
。

さ
ら
に
、
03
年
度
に
創
設
さ
れ
、
祖
父
母
や
両
親
か
ら
子
・
孫
に
贈
与
さ
れ
た
場
合
、
２
５
０
０
万
円

ま
で
非
課
税
と
な
る
「
相
続
時
精
算
課
税
制
度
」。
09
年
度
に
創
設
さ
れ
、
祖
父
母
か
ら
子
・
孫
に
贈
与

さ
れ
た
場
合
、
一
定
限
度
額
ま
で
非
課
税
の
「
住
宅
取
得
等
資
金
贈
与
の
非
課
税
特
例
」。
13
年
度
に
創

設
さ
れ
、
同
様
の
ケ
ー
ス
で
受
贈
者
１
人
に
つ
き
１
５
０
０
万
円
ま
で
非
課
税
と
な
る
「
教
育
資
金
一
括

贈
与
に
係
る
非
課
税
措
置
」。
15
年
度
創
設
で
、
同
じ
く
受
贈
者
１
人
に
つ
き
１
０
０
０
万
円
ま
で
非
課

6



て
き
た
。
総
務
省
は
17
年
４
月
１
日
、「
返
礼
品
の
仕
入
価
格
を
寄
付
額
の
３
割
以
下
に
抑
え
る
」
よ
う
、

全
国
の
自
治
体
に
通
知
を
出
し
た
が
、
節
税
目
的
の
利
用
の
歯
止
め
も
必
要
だ
ろ
う
。

ま
た
、
東
京
都
や
横
浜
市
、
名
古
屋
市
、
大
阪
市
な
ど
都
市
部
で
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
を
行
っ
た
人
の

住
民
税
控
除
に
よ
る
税
収
減
が
深
刻
化
。
東
京
23
区
は
16
年
度
の
ふ
る
さ
と
納
税
に
よ
る
減
収
額
が
前
年

度
の
５
・
４
倍
の
１
２
９
億
円
に
達
し
た
。
そ
の
た
め
、
特
別
区
長
会
は
17
年
３
月
、
高
市
早
苗
総
務
大

臣
（
当
時
）
に
対
し
て
「
ふ
る
さ
と
納
税
に
関
す
る
要
望
」
を
提
出
し
て
い
る
。「
減
収
額
１
２
９
億
円

は
区
立
保
育
所
（
１
０
０
人
規
模
）
１
０
９
カ
所
分
の
年
間
運
営
費
に
相
当
し
、
待
機
児
童
対
策
に
必
死

に
取
り
組
ん
で
い
る
特
別
区
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手
で
す
」
と
窮
状
を
訴
え
て
い
る
。
特
に
待
機
児
童
数

が
５
年
連
続
全
国
ワ
ー
ス
ト
１
位
の
世
田
谷
区
（
17
年
４
月
に
８
６
１
人
）
は
深
刻
な
よ
う
だ
。
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
が
露
呈
し
て
き
た
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
は
、
ゼ
ロ
か
ら
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

養
子
縁
組
や
貸
家
バ
ブ
ル
も

２
０
１
５
年
１
月
か
ら
相
続
税
の
基
礎
控
除
が
引
き
下
げ
ら
れ
、
相
続
税
の
課
税
対
象
と
な
る
人
が
増

え
た
。
同
時
に
相
続
税
の
最
高
税
率
が
50
％
か
ら
55
％
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

相
続
税
の
基
礎
控
除
は
、
14
年
ま
で
５
０
０
０
万
円
＋
法
定
相
続
人
数
×
１
０
０
０
万
円
だ
っ
た
が
、

15
年
か
ら
３
０
０
０
万
円
＋
法
定
相
続
人
数
×
６
０
０
万
円
と
な
っ
た
。
法
定
相
続
人
が
た
と
え
ば
妻
と

子
ど
も
２
人
（
計
３
人
）
の
場
合
、
８
０
０
０
万
円
か
ら
４
８
０
０
万
円
へ
と
４
割
減
っ
た
た
め
、
新
た

に
相
続
税
の
対
象
に
な
る
人
が
増
え
て
き
た
。
相
続
遺
産
が
８
０
０
０
万
円
だ
っ
た
場
合
、
以
前
は
相
続

税
は
か
か
ら
な
か
っ
た
が
、
新
た
な
基
礎
控
除
だ
と
８
０
０
０
万
円

－

４
８
０
０
万
円
＝
３
２
０
０
万
円

が
相
続
税
の
対
象
と
な
る
の
だ
。
そ
の
た
め
相
続
税
を
少
し
で
も
減
ら
す
た
め
の
生
前
贈
与
や
養
子
縁
組
、

生
命
保
険
の
非
課
税
枠
の
活
用
な
ど
も
増
え
て
い
る
。

17
年
１
月
末
に
最
高
裁
が
「
相
続
税
節
税
の
た
め
の
養
子
縁
組
は
直
ち
に
無
効
と
は
な
ら
な
い
」
と
の

判
断
を
下
し
た
こ
と
も
あ
り
、
富
裕
層
の
間
で
基
礎
控
除
額
を
増
や
す
た
め
の
養
子
縁
組
が
増
え
る
可
能

性
が
あ
る
。
ま
た
、
相
続
税
対
策
と
し
て
ア
パ
ー
ト
な
ど
貸
家
の
建
設
が
増
え
、「
貸
家
バ
ブ
ル
」
が
起

き
て
い
る
。
土
地
を
相
続
す
る
際
、
貸
家
な
ど
が
建
っ
て
い
る
と
評
価
額
が
下
が
る
か
ら
だ
。

さ
ら
に
、
03
年
度
に
創
設
さ
れ
、
祖
父
母
や
両
親
か
ら
子
・
孫
に
贈
与
さ
れ
た
場
合
、
２
５
０
０
万
円

ま
で
非
課
税
と
な
る
「
相
続
時
精
算
課
税
制
度
」。
09
年
度
に
創
設
さ
れ
、
祖
父
母
か
ら
子
・
孫
に
贈
与

さ
れ
た
場
合
、
一
定
限
度
額
ま
で
非
課
税
の
「
住
宅
取
得
等
資
金
贈
与
の
非
課
税
特
例
」。
13
年
度
に
創

設
さ
れ
、
同
様
の
ケ
ー
ス
で
受
贈
者
１
人
に
つ
き
１
５
０
０
万
円
ま
で
非
課
税
と
な
る
「
教
育
資
金
一
括

贈
与
に
係
る
非
課
税
措
置
」。
15
年
度
創
設
で
、
同
じ
く
受
贈
者
１
人
に
つ
き
１
０
０
０
万
円
ま
で
非
課
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税
の
「
結
婚
・
子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与
に
係
る
非
課
税
措
置
」
な
ど
の
活
用
も
活
発
だ
。

２
０
１
２
年
末
に
誕
生
し
た
第
２
次
安
倍
晋
三
政
権
に
よ
る
経
済
政
策
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
は
株
高

政
策
を
一
つ
の
柱
に
し
て
お
り
、
日
経
平
均
株
価
は
12
年
末
に
１
万
３
９
５
円
だ
っ
た
の
が
、
16
年
末
は

１
万
９
１
１
４
円
と
倍
近
く
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
公
的
年
金
を
運
用
す
る
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立

行
政
法
人
（
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）
に
よ
る
17
年
３
月
末
時
点
の
国
内
上
場
株
式
保
有
残
高
約
35
兆
円
や
、
日
銀
に

よ
る
株
価
指
数
連
動
型
上
場
投
資
信
託
（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
）
の
保
有
残
高
約
16
兆
円
な
ど
、
公
的
資
金
が
約
51
兆

円
も
投
入
さ
れ
て
い
る
「
官
製
相
場
」
の
成
果
と
も
い
え
る
。
東
証
１
部
上
場
企
業
約
２
０
０
０
社
の
半

数
近
く
で
公
的
マ
ネ
ー
が
実
質
的
な
筆
頭
株
主
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
異
常
事
態
だ
。

こ
の
官
製
相
場
に
よ
っ
て
、
富
裕
層
は
大
い
に
潤
っ
て
い
る
。
13
年
ま
で
株
式
譲
渡
益
（
売
却
益
）
へ

の
課
税
は
税
率
10
％
と
い
う
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
後
も
20
％
（
復
興
特
別
所
得
税
を
除
く
）
の

低
率
課
税
が
続
い
て
い
る
か
ら
、
濡
れ
手
に
粟
の
よ
う
だ
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
金
が
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン

や
ふ
る
さ
と
納
税
、
各
種
の
相
続
税
対
策
に
向
か
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

庶
民
に
は
14
年
４
月
の
消
費
税
増
税
が
打
撃

し
か
し
、
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
ら
は
庶
民
に
は
ほ
と
ん
ど
関
係
な
い
。
庶
民
に
と
っ
て
税
と
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い
え
ば
、
14
年
４
月
の
消
費
税
増
税
（
税
率
５
％
→
８
％
）
が
い
ま
い
ま
し
い
。
個
人
の
所
得
か
ら
税
金

や
社
会
保
険
料
な
ど
を
引
い
た
手
取
り
収
入
を
「
可
処
分
所
得
」
と
呼
ぶ
が
、
消
費
税
が
上
が
る
と
、
可

処
分
所
得
に
占
め
る
生
活
必
需
品
購
入
費
（
食
料
品
費
な
ど
）
の
比
率
が
大
き
い
低
所
得
者
ほ
ど
負
担
が

大
き
く
な
る
。
こ
れ
を
消
費
税
の
「
逆
進
性
」
と
い
う
。

こ
れ
ら
も
あ
っ
て
、
14
年
の
消
費
税
増
税
を
機
に
節
約
志
向
が
強
ま
り
、
消
費
は
冷
え
き
っ
た
ま
ま
だ
。

総
務
省
の
家
計
調
査
報
告
に
よ
る
と
２
人
以
上
の
世
帯
の
消
費
支
出
（
実
質
）
は
年
ベ
ー
ス
で
14
年
か
ら

16
年
ま
で
３
年
連
続
の
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。
17
年
に
入
っ
て
の
月
別
で
も
、
８
月
ま
で
で
対
前
年
同
月
を

上
回
っ
た
の
は
６
月
と
８
月
だ
け
。
実
質
賃
金
の
減
少
・
非
正
規
社
員
比
率
の
上
昇
・
年
金
生
活
者
の
増

加
・
将
来
や
老
後
へ
の
不
安
な
ど
に
加
え
て
の
消
費
税
増
税
に
よ
り
、
消
費
低
迷
が
続
い
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
に
よ
る
と
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
は
１
９
８
９
（
平
成
元
）
年
に
８
１
７
万
人
だ
っ
た
の

が
２
０
１
６
年
に
は
２
０
２
３
万
人
と
２
・
５
倍
に
な
っ
て
い
る
。
雇
用
者
全
体
（
役
員
を
除
く
）
に
占

め
る
比
率
は
89
年
の
19
・
１
％
が
16
年
に
37
・
５
％
と
倍
増
だ
。
国
税
庁
の
「
民
間
給
与
実
態
調
査
」

（
16
年
）
で
は
、
非
正
規
雇
用
の
給
与
所
得
者
の
平
均
給
与
１
７
２
・
１
万
円
は
、
正
規
雇
用
給
与
所
得
者

４
８
６
・
９
万
円
の
35
・
３
％
で
し
か
な
い
。
非
正
規
の
女
性
の
同
１
４
８
・
１
万
円
は
、
正
規
の
男
性

５
３
９
・
７
万
円
の
27
・
４
％
。
ほ
ぼ
４
分
の
１
だ
。
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今
、
企
業
で
は
正
規
雇
用
労
働
者
か
ら
非
正
規
雇
用
労
働
者
へ
の
切
り
替
え
が
進
ん
で
い
る
た
め
、
実

質
賃
金
の
低
下
が
続
い
て
い
る
。
当
然
、
家
計
の
節
約
志
向
が
根
強
く
、
物
価
が
伸
び
悩
ん
で
い
る
。
そ

の
た
め
、
日
銀
は
17
年
７
月
20
日
、
物
価
上
昇
率
２
％
目
標
の
達
成
時
期
を
「
18
年
度
ご
ろ
」
か
ら
「
19

年
度
ご
ろ
」
に
１
年
延
期
し
、
達
成
時
期
の
延
期
は
６
回
目
と
な
っ
た
。
達
成
時
期
の
延
期
を
繰
り
返
す

日
銀
の
信
頼
は
揺
る
ぎ
、
金
融
政
策
全
般
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。

ビ
ー
ル
と
ガ
ソ
リ
ン
は
二
重
課
税
の
負
担

庶
民
に
は
消
費
税
以
外
の
税
の
痛
み
も
加
わ
り
そ
う
だ
。
た
と
え
ば
税
収
増
加
を
目
的
に
、
17
年
度
税

制
改
正
で
決
定
さ
れ
た
ビ
ー
ル
系
飲
料
３
種
の
税
率
改
正
。
ビ
ー
ル
系
飲
料
の
税
構
造
は
「
本
体
価
格
＋

酒
税
」
に
消
費
税
を
課
す
「
二
重
課
税
」
で
あ
り
、
こ
の
税
率
改
正
で
消
費
者
の
負
担
が
大
き
く
な
る
。

ビ
ー
ル
系
飲
料
は
、
麦
芽
比
率
が
67
％
以
上
で
あ
れ
ば
「
ビ
ー
ル
」、
麦
芽
の
使
用
比
率
が
３
分
の
２

に
満
た
な
い
も
の
は
「
発
泡
酒
」、麦
芽
を
用
い
て
な
い
も
の
は
「
第
三
の
ビ
ー
ル
」
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。

３
５
０
㎖
缶
の
代
表
的
な
小
売
価
格
（
消
費
税
抜
き
）
は
「
ビ
ー
ル
」
が
２
０
５
円
で
、
そ
の
う
ち
の
77

円
が
酒
税
。「
発
泡
酒
」
は
代
表
的
な
小
売
価
格
が
１
５
２
円
（
同
）
で
、そ
の
う
ち
の
47
円
が
酒
税
。「
第

３
の
ビ
ー
ル
」
は
代
表
的
な
小
売
価
格
が
１
３
３
円
（
同
）
で
そ
の
う
ち
28
円
が
酒
税
と
な
っ
て
い
る
。
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政
府
は
、
そ
れ
ら
３
種
ま
ち
ま
ち
の
酒
税
を
、
26
年
10
月
に
54
・
２
５
円
に
統
一
す
る
た
め
、
３
段
階

で
改
正
し
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、
20
年
10
月
に
ビ
ー
ル
は
77
円
か
ら
70
円
に
下
げ
る
一
方
、
発
泡
酒
は

47
円
に
据
え
置
き
、第
３
の
ビ
ー
ル
は
28
円
か
ら
37
・
８
円
に
増
税
す
る
。
こ
う
し
た
増
減
税
を
３
回
行
っ

て
26
年
10
月
に
３
種
の
酒
税
を
54
・
２
５
円
に
統
一
す
る
。
ビ
ー
ル
の
酒
税
は
下
が
る
が
、
発
泡
酒
と
第

３
の
ビ
ー
ル
の
酒
税
は
上
が
り
、
消
費
者
に
は
打
撃
に
な
る
。

ビ
ー
ル
系
飲
料
と
同
様
に
二
重
課
税
の
負
担
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
が
ガ
ソ
リ
ン
だ
。
景
気
が
パ
ッ
と

し
な
い
し
、
給
料
も
あ
ま
り
上
が
ら
な
い
か
ら
、
週
末
は
気
晴
ら
し
に
ド
ラ
イ
ブ
に
で
も
出
掛
け
た
い
と

こ
ろ
だ
が
、
ガ
ソ
リ
ン
も
二
重
課
税
で
、
小
売
価
格
の
約
６
割
は
税
金
で
あ
る
。
ド
ラ
イ
ブ
は
結
構
だ
が
、

実
際
の
と
こ
ろ
、
税
金
を
払
い
に
出
掛
け
る
よ
う
な
も
の
だ
。

石
油
連
盟
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
ガ
ソ
リ
ン
価
格
の
内
訳
に
よ
る
と
、
１
ℓ
当
た
り
１
１
２
・
５
円
の

ガ
ソ
リ
ン
の
場
合
、
中
味
価
格
が
47
・
９
円
、
石
油
石
炭
税
が
２
・
５
４
円
、
ガ
ソ
リ
ン
税
が
53
・
８
円
、

そ
れ
ら
の
合
計
１
０
４
・
２
円
に
掛
か
る
消
費
税
（
８
％
）
が
８
・
３
円
と
な
っ
て
い
る
。
石
油
石
炭
税
と

ガ
ソ
リ
ン
税
と
い
う
二
つ
の
間
接
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
さ
ら
に
消
費
税
と
い
う
間
接
税
を
課

す
二
重
課
税
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
消
費
税
８
・
３
円
の
う
ち
、
中
味
価
格
47
・
９
円
に
か
か
る
消
費
税
は
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３
・
８
円
で
、
二
重
課
税
分
（
タ
ッ
ク
ス
・
オ
ン
・
タ
ッ
ク
ス
）
４
・
５
円
は
そ
れ
よ
り
大
き
い
と
い
う
実
に

お
か
し
な
税
で
あ
る
。

庶
民
と
富
裕
層
は
関
わ
る
税
が
異
な
っ
て
く
る

富
裕
層
を
め
ぐ
る
税
の
話
は
、
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
や
ふ
る
さ
と
納
税
、
各
種
の
相
続
税
対
策
な
ど
節

税
・
税
テ
ク
関
係
の
も
の
が
多
い
。
そ
れ
は
そ
れ
で
大
変
だ
ろ
う
が
、生
活
が
脅
か
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
一
般
庶
民
に
密
接
な
税
の
話
と
い
え
ば
、
消
費
税
増
税
の
打
撃
や
ビ
ー
ル
税
増
税
、
ガ
ソ

リ
ン
税
の
負
担
な
ど
、
切
実
な
も
の
が
多
い
。
富
裕
層
と
一
般
庶
民
は
「
棲
ん
で
い
る
世
界
が
違
う
」
た

め
、
密
接
に
関
係
し
て
く
る
税
や
関
心
を
抱
く
税
が
違
っ
て
く
る
の
だ
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
戦
後
の
日
本
で
ほ
ぼ
一
貫
し
て
政
権
を
担
っ
て
き
た
の
は
自
由
民
主
党
だ
。
共
和

党
と
民
主
党
の
２
大
政
党
間
で
政
権
交
代
が
起
き
る
米
国
な
ど
と
違
い
、
日
本
で
は
自
民
党
の
一
強
体
制

が
強
固
な
た
め
、
同
党
の
集
票
基
盤
で
あ
る
富
裕
層
や
中
小
企
業
・
個
人
事
業
主
・
医
師
・
農
家
な
ど
に

有
利
な
税
制
が
着
々
と
築
か
れ
て
き
た
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
Ｏ
Ｌ
な
ど
給
与
所
得
者
は
源
泉
徴
収
制
度

に
よ
り
所
得
税
が
厳
格
に
適
用
さ
れ
る
た
め
、
経
費
の
調
整
な
ど
で
節
税
を
図
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
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給
与
所
得
者
は
「
税
金
を
最
も
取
り
や
す
い
人
々
」
で
あ
り
、「
優
良
な
納
税
者
」
で
あ
る
。
一
方
で
、

申
告
納
税
の
富
裕
層
や
個
人
事
業
主
・
中
小
企
業
な
ど
に
は
有
利
な
税
制
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ

そ
が
不
公
平
税
制
で
あ
り
、
今
日
、
顕
著
に
な
っ
て
き
た
格
差
拡
大
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

国
の
基
幹
税
と
し
て
歳
入
に
占
め
る
比
率
が
最
も
大
き
い
所
得
税
は
、
年
間
に
得
た
給
与
や
預
金
利
息
、

賃
貸
収
入
、
土
地
・
建
物
の
譲
渡
益
（
売
却
益
）、
株
式
配
当
金
、
株
式
譲
渡
益
な
ど
あ
ら
ゆ
る
所
得
を

合
算
し
、
そ
れ
に
「
超
過
累
進
税
率
」
を
課
す
総
合
課
税
が
本
来
の
姿
と
さ
れ
て
い
る
。
超
過
累
進
税
率

と
は
、
所
得
を
い
く
つ
か
の
ゾ
ー
ン
に
区
切
っ
て
、
上
の
ゾ
ー
ン
ほ
ど
高
い
税
率
を
課
し
て
、
税
額
を
積

み
上
げ
て
計
算
す
る
仕
組
み
だ
。

し
か
し
、
富
裕
層
に
圧
倒
的
に
多
い
株
式
譲
渡
益
や
株
式
配
当
金
、
預
金
利
息
な
ど
の
金
融
所
得
は
、

戦
後
ほ
ぼ
一
貫
し
て
総
合
課
税
か
ら
外
さ
れ
、
非
課
税
あ
る
い
は
10
～
20
％
の
低
率
な
課
税
が
行
わ
れ
て

き
た
。
総
合
課
税
か
ら
分
離
さ
れ
た
課
税
だ
か
ら
、
こ
れ
を
「
分
離
課
税
」
と
い
う
。

こ
の
「
金
融
所
得
の
分
離
課
税
」
が
戦
後
の
富
裕
層
の
蓄
財
を
営
々
と
支
え
、
格
差
の
根
源
と
な
っ
て

い
る
。
前
述
の
よ
う
に
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
株
高
政
策
を
一
つ
の
柱
と
し
て
お
り
、
巨
額
の
公
的
資
金
投

入
で
株
高
を
誘
導
し
て
い
る
か
ら
、
富
裕
層
に
集
中
し
て
い
る
株
式
譲
渡
益
の
伸
び
が
大
き
い
。
富
裕
層

は
年
収
に
占
め
る
株
式
譲
渡
益
が
大
き
く
、
そ
れ
に
10
～
20
％
の
低
率
な
課
税
が
適
用
さ
れ
て
い
る
た
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め
、
年
収
が
１
億
円
を
超
す
と
所
得
税
負
担
が
軽
減
し
て
い
く
と
い
う
奇
妙
な
現
象
も
変
わ
ら
な
い
。
土

地
税
制
で
も
個
人
が
長
期
保
有
（
５
年
以
上
保
有
）
し
た
場
合
の
譲
渡
益
に
つ
い
て
は
、
分
離
課
税
で
税

率
20
％
と
低
率
で
あ
る
。
ま
た
、
バ
ブ
ル
期
前
後
に
抜
本
的
税
制
改
革
と
し
て
所
得
税
の
税
率
構
造
が
圧

縮
さ
れ
、
最
高
税
率
が
75
％
か
ら
45
％
（
15
年
か
ら
）
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
た
の
に
加
え
、
基
礎
控
除

や
配
偶
者
控
除
な
ど
所
得
控
除
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
も
富
裕
層
に
有
利
に
な
っ
て
い
る
。

不
公
平
税
制
は
必
ず
既
得
権
益
化
す
る

前
述
の
よ
う
に
、
相
続
税
は
15
年
１
月
に
改
正
さ
れ
、
基
礎
控
除
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
基
礎
控
除
は

バ
ブ
ル
期
の
地
価
高
騰
に
対
応
し
て
た
び
た
び
引
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
バ
ブ
ル
崩
壊
に
伴
う
地
価
急

落
後
も
20
年
以
上
に
わ
た
っ
て
据
え
置
か
れ
、
富
裕
層
に
有
利
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
一
定
の
改
正
が

な
さ
れ
た
と
は
い
え
、
地
価
の
下
落
幅
と
対
比
す
る
と
、
ま
だ
ま
だ
高
水
準
で
あ
る
。

贈
与
税
で
は
「
高
齢
者
に
偏
っ
て
い
る
資
産
を
早
期
に
若
年
層
に
移
転
す
る
こ
と
で
消
費
や
景
気
拡
大

を
目
指
す
」
と
い
う
名
目
で
、
両
親
や
祖
父
母
か
ら
子
・
孫
へ
の
教
育
資
金
や
結
婚
資
金
の
贈
与
に
つ
い

て
受
贈
者
１
人
に
つ
き
１
０
０
０
万
円
あ
る
い
は
１
５
０
０
万
が
非
課
税
に
な
る
制
度
が
始
ま
っ
て
い
る
。

16
年
か
ら
は
、
子
ど
も
の
資
産
形
成
を
支
援
で
き
る
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
未
成
年
者
少
額
投
資
非
課
税

14



制
度
）
が
始
ま
っ
た
。
20
歳
未
満
の
者
の
名
義
で
口
座
開
設
が
可
能
に
な
り
、
年
間
投
資
上
限
額
は
80
万

円
。
最
長
５
年
間
は
非
課
税
だ
。
こ
う
し
た
制
度
に
よ
り
裕
福
な
親
や
祖
父
母
を
持
つ
子
・
孫
は
ま
す
ま

す
リ
ッ
チ
に
な
り
、
格
差
の
固
定
化
・
世
襲
化
が
進
む
。

不
公
平
税
制
の
い
く
つ
か
を
見
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
ほ
ん
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
ち
な
み
に
不
公
平

税
制
と
は
、
給
与
所
得
者
に
対
し
て
所
得
税
の
源
泉
徴
収
が
厳
格
に
行
わ
れ
る
の
に
対
し
、
個
人
事
業
主

や
企
業
経
営
者
・
農
業
者
・
富
裕
層
な
ど
申
告
納
税
者
に
は
軽
減
措
置
な
ど
優
遇
税
制
が
多
い
状
況
か
ら
、

両
者
の
比
較
で
語
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。

不
公
平
税
制
は
政
治
と
結
び
つ
き
、
必
ず
既
得
権
益
化
す
る
。
そ
れ
ら
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
て
、

ほ
と
ん
ど
の
税
が
本
来
の
役
割
を
果
た
せ
な
く
な
り
、
空
洞
化
し
て
い
る
の
が
今
の
日
本
の
姿
だ
。

超
金
融
緩
和
や
円
安
・
株
高
な
ど
を
柱
と
す
る
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
結
局
、
約
５
年
間
で
企
業
の
内
部
留

保
を
約
１
０
０
兆
円
増
や
し
、
富
裕
層
を
大
い
に
富
ま
せ
て
格
差
を
拡
げ
た
だ
け
だ
。
長
年
に
わ
た
る
幾

多
の
不
公
平
税
制
に
よ
る
巨
額
の
逸
失
利
益
は
取
り
戻
せ
な
い
が
、
格
差
の
拡
大
が
続
い
て
い
る
状
況
下

で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
の
「
税
の
空
洞
化
」
の
実
態
を
あ
ら
た
め
て
見
て
い
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
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